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（
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
振
興
に
お
け
る
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、
沖
縄
の
優
位
性
を
生
か
し
た
自
立
型
経
済
を
発

展
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を
、
沖
縄
が
自
ら
主
体
的
に
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
潜
在
力
を
存
分
に
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
と

な
る
よ
う
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
を
改
正
し
、
沖
縄
の
自
主
性
を
最
大
限
に
尊
重
し
つ
つ
そ
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興

を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
の
充
実
等
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
年
間
延
長

す
る
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
沖
縄
の
振
興
を
図
る
た
め
、
沖
縄
振
興
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
定
め
る
も

。

の
と
し
、
沖
縄
県
知
事
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
沖
縄
振
興
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。

二
、
観
光
の
振
興
の
た
め
、
現
行
の
観
光
振
興
地
域
制
度
に
代
わ
り
、
観
光
地
形
成
促
進
地
域
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
通

訳
案
内
士
法
の
特
例
の
創
設
、
沖
縄
型
特
定
免
税
店
制
度
の
拡
充
、
航
空
機
燃
料
税
の
軽
減
措
置
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
ず

る
。

三
、
沖
縄
の
製
造
業
等
の
高
度
化
及
び
事
業
革
新
の
促
進
の
た
め
、
現
行
の
産
業
高
度
化
地
域
制
度
に
代
わ
り
、
産
業
高
度
化
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・
事
業
革
新
促
進
地
域
制
度
を
創
設
す
る
。

四
、
沖
縄
の
地
理
的
優
位
性
を
生
か
し
た
国
際
物
流
拠
点
産
業
の
集
積
を
図
る
た
め
、
現
行
の
自
由
貿
易
地
域
及
び
特
別
自
由

貿
易
地
域
制
度
に
代
わ
り
、
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
制
度
を
創
設
す
る
。
ま
た
、
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
の

、
「

」

、

指
定
要
件
と
し
て

国
際
物
流
拠
点
産
業
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
保
が
容
易
で
あ
る
地
域

等
を
明
記
す
る
と
と
も
に

税
関
、
検
疫
機
関
等
に
係
る
業
務
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
国
の
努
力
義
務
の
規
定
を
設
け
る
（
衆
議
院
修
正

。
）

五
、
良
好
な
景
観
の
形
成
、
子
育
て
の
支
援
等
、
沖
縄
の
振
興
を
図
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
配
慮
規
定
を
創
設
す
る
。

六
、
新
た
な
公
共
交
通
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
検
討
の
対
象
と
し
て
、｢

鉄
道｣

及
び
「
軌
道
」
の｢

整
備｣

を
明

記
す
る
（
衆
議
院
修
正

。
）

七
、
沖
縄
県
が
自
主
的
な
選
択
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
沖
縄
の
振
興
に
資
す
る
事
業
等
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
等
の
実
施
に
要

す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
に
係
る
規
定
を
創
設
す
る
。
ま
た
、
沖
縄
県
は
、
沖
縄
の
振
興
に
資
す
る
事
業
等
に
充

て
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
支
弁
す
る
た
め
、
基
金
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
国
は
、
特
段
の
事
情
が
あ
る

事
業
等
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
基
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
と
し
て
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加

。
）
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八
、
不
発
弾
等
の
処
理
の
促
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
調
査
、
探
査
、
発
掘
、
除
去
等
に
関
す
る
施
策
の
充
実
に
関
す
る
配
慮
規

定
を
設
け
る
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加

。
）

九
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
酒
税
及
び
揮
発
油
税
に
関
す
る
特
例
の
延
長
等
の
措
置
を
講

ず
る
。

十
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


